
3カ年事業計画 
（令和 5年度～令和 7年度） 

○菱沼谷津田再生ネットワーク 
 ・菱沼谷津田再生ネットワークは全町公園化・遊休地活用事業全体構想に位置付けられた 16拠点の 1つで

ある菱沼谷津田周辺の身近な自然と触れあえるように整備及び活用を図るとともに、併せて谷津田周辺

に残されている良好な里山環境を将来にわたって保全していこことを目的として活動を行うボランティア

グループである。 

○課題 
 ・認知度、魅力度の不足 

 ・菱沼谷津田再生ネットワークの人員不足 

○基本的考え方 
 ・これまでの取り組みから一歩進めた事業を実施する。 

 ・庁内で連携し、町が実施している他事業に菱沼谷津田を取り入れる。 

 ・大規模なインフラ整備（駐車場、トイレ、休憩所等の整備）は、今回の事業計画に含めない。 

○重点取組事項 
 ① 景観形成植物栽培の規模拡大及び管理 

   →ノハナショウブの規模拡大、新たな景観形成作物の植付、定期除草作業 等 

 ② 町ホームページ等を活用した周知・会員募集 

   →ホームページ等への活動情報掲載、公共施設等へのポスター等掲示 等 

 ③ 菱沼谷津田への来訪者呼び込み 

   →他事業（ウォーキング事業等）との連携、農村公園からのウォーキングルート作成 等 
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令和 5年 4月 28日（金） 

菱沼谷津田再生ネットワーク総会決定 



重点取組事項 
 

① 景観形成植物栽培の規模拡大及び管理 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

景観形成植物栽培の 
規模拡大及び管理 

2 新たな景観形成植物の植付 （継続） 

1 ノハナショウブの規模拡大 （継続） 

3 定期除草作業 （継続） 

・株分けによる規模拡大（栽培エリアは P.6のとおり） 

→R5年度完了を目途 

・規模拡大完了後は管理のための株分け、植え替えを実施（連作障害対策） 

→R6年度以降継続して実施 

 

 

 

・新たな景観形成作物の植付等による試験栽培（栽培エリアは別紙のとおり） 

→R6年度完了を目途 

・栽培品種を確定し、株分け等による規模拡大 

→R6年度以降実施、R7年度完了を目途 

 

・景観形成植物栽培エリアの除草を実施（その他保全エリアも併せて実施） 

→継続して実施 
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重点取組事項 
 

② 町ホームページ等を活用した周知・会員募集 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

町ホームページ等を 

活用した周知・会員募集 

2 公共施設等へのポスター等掲示 （新規） 

1 ホームページ等への活動情報掲載 （継続・新規） 

・町ホームページへの活動報告の掲載 

→継続して実施 

・町公式 SNS（Twitter、LINE等）への景観形成植物開花情報の掲載 

→継続して実施 

・町広報への記事掲載（活動紹介、開花情報、会員募集等） 

→R5年度以降継続して実施 

・菱沼谷津田を紹介するポスター等を作成し、公民館や図書館等へ掲示 

→R5年度作成・掲示、R6年度以降は内容を随時更新 

・現地に紹介看板を設置（設置場所は P.6のとおり） 

→R5年度設置、R6年度以降は内容を随時更新 

・他事業（はとやま祭等）での周知活動（チラシ配架、紹介記事掲示等） 

→R5年度より随時検討、実施 
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重点取組事項 
 

③ 菱沼谷津田への来訪者呼び込み 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

菱沼谷津田への 
来訪者呼び込み 

2 ウォーキングルート作成 （新規） 

1 他事業（ウォーキング事業等）との連携 （新規） 

・ウォーキング事業（保健センター実施事業）との連携 

→R5年度協議、R6年度より実施を目途 

・ウォーキング事業以外の事業との連携 

→R6年度より随時検討、協議 

 

・農村公園からのウォーキングルート作成 

→R5年度作成 

・農村公園以外の全町公園化・遊休地活用事業全体構想に位置付けられた拠点

からのウォーキングルート作成 

→R6年度より随時検討、作成 

・ウォーキングルートのポスター作成、掲示 

→R5年度作成、掲示、R6年度以降は内容を随時更新 
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重点取組事項 
 

計画工程表（スケジュール目標） 
 

№ 重点取組事項 R5 R6 R7 R８ 

① 
景観形成植物栽培の

規模拡大及び管理 

    

② 
町ホームページ等を活

用した周知・会員募集 

    

③ 
菱沼谷津田への 

来訪者呼び込み 

    

・株分けによる規模拡大（ノハナショウブ） ・管理のための株分け、植え替え（ノハナショウブ） 

・新たな景観形成植物の試験栽培 

・栽培品種確定、株分け等による規模拡大（新たな景観形成植物） 

・定期除草作業 

・ホームページ等への活動情報掲載 

・ポスター等作成、公共施設等へ掲示 ・内容を随時更新して掲示（ポスター等） 

・現地への紹介看板設置 ・内容を随時更新して掲示（現地看板） 

・他事業での周知活動（チラシ配架、紹介記事掲示）検討、実施 

凡例 

・3カ年事業計画期間内で完了（R7までで完了） 

・3カ年事業計画期間後も継続（R8以降も実施） 

・保健センターと連携協議（ウォーキング事業） ・ウォーキング事業との連携実施 

・ウォーキング事業以外の事業との連携を検討、協議 

・ウォーキングルート作成（農村公園から） 

・ウォーキングルートポスター作成、掲示 ・内容を随時更新して掲示（ウォーキングルートポスター） 
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・ウォーキングルート作成（農村公園以外の全町公園化・遊休地活用事業全体構想） 



参    考 

 

 
 

栽培計画図 看板設置箇所 

R5年度設置予定箇所 

R4年度設置箇所 

規模拡大 完了 

（ノハナショウブ） 

規模拡大 株分後経過観察中 

（ノハナショウブ） 

試験栽培 植付後経過観察中 

（コオニユリ） 
試験栽培・規模拡大 実施予定 

（コオニユリ他） 

※ ノハナショウブの規模拡大は「規模拡大 株分後経過観察

中」エリアの生育状況により判断する 

※ 新たな景観形成植物の試験栽培及び規模拡大は「試験栽

培・規模拡大 実施予定」エリア内で行う 
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